
　

愛知県内の中学生の交通事故（令和５年中）

令和５年中、愛知県内で544人の中学生が交通事故で負傷しました。死者は０人でした。

（令和４年11月１日改正）自転車安全利用五則

赤信号では必ず停止！

標識のあるところでは、

一時停止！

見とおしがきかない

交差点は徐行！

グラフを見ると、自転車の

交通事故がとても多いことが

分かるね！

自転車当事者384人のうち、

約８割に法令違反があるんだ！

交通ルールを必ず守ろう！

万一の交通事故に備えて、

自転車保険に加入しましょうね！


